
電子申請・届出システムについて ⽯垣市令和7年度集団指導
介護⻑寿課給付認定係
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⽯垣市では、令和７年１２⽉から電子申請・
届出システムの運用を開始しています。

【目的】
介護サービス事業所の文書事務負担を軽減させるため。

【メリット】
時間を気にせず、いつでも申請ができます︕
様式を探す必要がなく、すぐに⼊⼒できます︕

●令和８年度からすべての⾃治体において電子申請・届出シス
テムを通じた申請届出の受付が原則となります。
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電子申請・届出システムで受け付ける申請等

１ 新規指定申請
２ 更新申請
３ 変更届出
４ その他（再開届出、廃止・休止届出、指定辞退届出）
※令和７年11⽉26日付け⽯福介第561号にて通知済み。

※提出期限等については、「各種届出等について」令和６年度集団指
導資料をご確認ください。
※上記以外の届出について、誤って提出しないようご注意ください。
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利用開始準備について

※インターネッ
ト回線を利用す
るため、新たに
機器を購⼊する
等の必要はあり
ません。ただし、
ログインするた
めにはGビズID
が必要です。
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利用開始準備について

※⽯垣市（介護
⻑寿課）ホーム
ページにログイ
ンURLを貼り付
けています。
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利用開始準備について

※GビズIDは、
３種類あります
が、電子申請届
出システムは
「GビズIDプラ
イム」「Gビズ
IDメンバー」の
み利用可能と
なっていますの
で申請の際には
ご注意ください。
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電子申請届出システムデモ環境について

検索︓電⼦申請デモ環境
ログインID：
demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp
demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp
demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp
パスワード：password(共通）
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①画面右上のヘルプをクリック
すると②操作マニュアル③操作
ガイドの掲載があります。

④システムを利用しながら操作
手順を動画で説明している説明
動画の掲載もあります。

①

②

③

④
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※届出対象外

9



※居宅介護⽀援事業所も
「地域密着型」を選択し
てください。

次へをクリックし、様式⼊⼒→付表⼊⼒→添付書類アップロード→確認と進みます。詳細はマ
ニュアル等参照ください。
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申請・届出様式の変更について

●⽯垣市指定地域密着型サービス事業所等の指定に関する規則【一部改正】
●⽯垣市介護予防・日常生活⽀援総合事業における指定第1号事業者の指定
等に関する要綱【一部改正】

市独⾃の様式から厚生労働大臣が定める様式へ変更いたしました。
メール、紙での提出の場合必ず変更後の様式で提出してください。
※令和7年11⽉20日付け⽯福介第554号（密着等）、⽯福介第555号（総合事業）にて通知済
み。様式掲載場所等については11⽉26日付けメールにて周知済み。
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担当者等への周知について

・地域密着型事業と総合事業では様式が異なります。両方の事業を
⾏っている事業所におかれましては、様式番号等一覧（市ホームペー
ジ掲載）をご確認いただき誤りがないようお願いします。
・管理者または担当者が変更になった場合、周知をお願いします。
・集団指導参加者が実務を⾏っていない場合、担当者へ必ず周知して
ください。
・申請、届出業務を委託等している場合、受託先への周知をお願いい
たします。↓市ホームページをご案内ください。
掲載場所︓ホーム＞メニュー＞健康・医療・福祉＞⾼齢者福祉・介護＞事業所向け＞⽯垣市指定事業所の指定申請・更
新申請・変更届出等について
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